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第１章 家庭ごみ有料化及び戸別収集の目的と効果 

１ 実施の経緯 

（１）国の動向 

「大量生産」、「大量消費」、「大量廃棄」の社会経済システムは、私たち

の生活に豊かさや快適さをもたらしました。一方で、この社会経済システ

ムでは、天然資源を大量に消費し、ごみの発生などの環境負荷を増大させ

てしまいます。そのため、国では、平成１２年（２０００年）６月に、天

然資源の消費が抑制され、環境への負荷の低減が図られた循環型社会を形

成することを目的として、循環型社会形成推進基本法を制定しました。循

環型社会形成推進基本法では、廃棄物処理の優先順位を、第一に「発生抑

制（リデュース：Reduce）」、第二に「再使用（リユース：Reuse）」、第三に

「再生利用（リサイクル：Recycle）」、第四に「熱回収」を行い、それでも

利用できないものは「適正処分」を行うこととしています。 

環境省では、平成１７年（２００５年）５月に「廃棄物の処理及び清掃

に関する法律」に基づき「廃棄物の減量その他その適正な処理に関する施

策の総合的かつ計画的な推進を図るための基本的な方針」を改正しました。

この改正では、市町村の役割として「経済的インセンティブを活用した一

般廃棄物の排出抑制や再生利用の推進、排出量に応じた負担の公平化及び

住民の意識改革を進めるため、一般廃棄物処理の有料化の推進を図るべき

である。」との記載が追加され、国の方針として家庭ごみ有料化を推進する

ことが明確化されています。 

また、リデュース（Reduce）、リユース（Reuse）、リサイクル（Recycle）

の３Ｒを推進する一つの手段として、市町村がごみの有料化の導入や制度

内容を見直す際の参考とするべく「一般廃棄物処理有料化の手引き」を平

成１９年（２００７年）６月に作成（平成２５年（２０１３年）４月に改

定）し、市町村の家庭ごみ有料化を国全体の施策の方針として示していま

す。 

（２）東京都・多摩地域の動向 

東京都では、「東京都資源循環・廃棄物処理計画」（平成２８年 

（２０１６年）３月策定）において、「東京都としては家庭ごみ有料化未実

施の区市町村に対し、ごみ減量に有効な手法の一つとして、家庭ごみ有料
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化に向けた議論を促していく」としています。 

東京都市長会においては、多摩地域におけるごみゼロ社会を目指して、

平成１３年（２００１年）１０月に政策提言「多摩地域におけるごみゼロ

社会をめざして－家庭ごみの有料化について－」を策定し、「平成１５年度

を目途に全市において家庭ごみの有料化を進める。」としています。 

東京たま広域資源循環組合では、第５次廃棄物減容（量）化基本計画（平

成２７年（２０１５年）７月策定）において、「ごみ有料化は減量効果が高

い施策であり、２２団体が実施、４団体も検討中」としています。 

こうした背景から、多摩地域においては、既に２６市中２４市が家庭ご

み有料化を実施しています。 

（３）小平市における経緯 

①小平市の現状 

小平市では、平成２６年（２０１４年）３月に「小平市一般廃棄物処理

基本計画」（以下「基本計画」という。）を策定し、【こつこつ小平 『もっ

たいない』が 根付くまち】を基本理念として、３Ｒ推進に取り組んでお

り、資源化品目の拡大や、ごみ分別アプリの配信など、様々な施策を展開

しています。 

一方で、燃えるごみの半分近くの割合を占める生ごみ・未利用食品の削

減といった課題や、容器包装プラスチックのうち、ビニール袋やラップ等

の軟質のものについては、現在処理を行っている小平市リサイクルセンタ

ーの処理能力の関係上、燃えるごみとして収集しており、資源化できてい

ないといった課題があります。 

②小平市のごみ処理に関する基本計画での位置付け 

小平市では、平成１２年度（２０００年度）に事業系ごみの有料化を実

施し、平成１５年（２００３年）３月策定の「小平市ごみ処理基本計画」

では、平成１５年度（２００３年度）から平成１７年度（２００５年度）

までの間に家庭ごみ有料化を実施するとし、平成２０年（２００８年） 

３月策定の「小平市ごみ処理基本計画」では、家庭ごみ有料化について、

継続して検討するとしていました。 

その後、前述の、平成２６年（２０１４年）３月策定の基本計画では、

家庭ごみ有料化及び戸別収集への移行を重点施策の一つとして位置付けて

います。 
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なお、基本計画では、家庭ごみ有料化に当たり、ごみを出す市民が資源

の分別を徹底することで、ごみ処理費用の負担を軽減できるように、条件

を整備することが必要であるとしています。 

そのため、現在、資源化ができていない軟質容器包装プラスチックを含

めた全量の容器包装プラスチックの分別収集・資源化とともに、家庭ごみ

有料化を実施することとしています。 

全量の容器包装プラスチックの分別収集・資源化については、小平市・

武蔵村山市・東大和市が共同で設置している小平・村山・大和衛生組合が、

３市が共同してペットボトルと容器包装プラスチックの処理を行うための

「小平・村山・大和衛生組合資源物中間処理施設」の建設に向けて、平成

２９年（２０１７年）１月に施設整備工事契約を締結しており、平成３１

年度（２０１９年度）に稼働することが予定されています。 

表１－１－１ 現状と平成３１年度以降のプラスチックの分別区分 

 

  
(現状)

分別区分

(平成３１年度以降)

分別区分

（注）

※１　容器包装リサイクル法の対象のプラスチックとは、商品を入れる「容器」および商品を
　　　包む「包装」であり、商品を消費したり商品と分離した場合に不要となるものです。
※２　容器包装プラスチックのうち硬質のもの(プラスチック容器)とは、ボトル類やたまごの
　　　パックなど、硬くて形のある容器包装プラスチックです。
※３　容器包装プラスチックのうち軟質のものとは、菓子袋などのフィルム状の軟らかい容器
　　　包装プラスチックです。

プ
ラ
ス
チ

ッ
ク

品目

燃えないごみ

燃えるごみ

プラスチック容器（資源）

白色トレイ（資源）

ペットボトル（資源）

上記以外のプラスチック

ペットボトル

白色トレイ

容器包装プラスチック
のうち硬質のもの※２

容器包装プラスチック
のうち軟質のもの※３

容器包装リサイクル法の
対象のプラスチック
※１

品目

プ
ラ
ス
チ

ッ
ク

ペットボトル ペットボトル（資源）

白色トレイ 白色トレイ（資源）

上記以外のプラスチック 燃えないごみ

容器包装リサイクル法の
対象のプラスチック
※１ 容器包装プラスチック

（硬質のもの・軟質のもの
を含む）

容器包装プラスチック（資源）

※平成３１年度から変更
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③小平市廃棄物減量等推進審議会の答申 

小平市廃棄物減量等推進審議会においては、平成１３年（２００１年）

に、家庭ごみ有料化の導入について「市民に費用負担を求めること（家庭

ごみの有料化）が必要であると考える。」との答申を受けており、更に平成

２８年（２０１６年）には「小平市一般廃棄物処理基本計画に定める重点

施策の実現について（答申）」の中で、家庭ごみ有料化について、「平成 

３１年度（２０１９年度）での実施に向けて、市としての体制を整えた上

で、実施内容について十分な検討・準備を進めること。」との答申を受けて

います。 

④ごみ処理施設の更新 

小平市で出されたごみのうち、燃えるごみ・燃えないごみ・粗大ごみに

ついては小平・村山・大和衛生組合に、その他の資源については、小平市

リサイクルセンターなどに搬入され、処理や保管が行われています。 

これらの各処理施設については、いずれも建設から年数が経過しており、

施設の老朽化及び設備の旧式化のため、今後、建て替えなどの更新を計画

的に進めていく必要があります。 

各施設の更新や、前述の「小平・村山・大和衛生組合資源物中間処理施

設」の建設に当たっては、建設費用の抑制や各施設の近隣住民の負担軽減

などを考慮し、最小限の施設の規模で足りるようにするため、ごみをでき

る限り減量する必要があります。 

⑤「家庭ごみ有料化及び戸別収集への移行」についての基本方針 

これらを踏まえて、家庭ごみ有料化及び戸別収集への移行については、

「小平・村山・大和衛生組合資源物中間処理施設」の稼働に伴う、全量の

容器包装プラスチックの資源化・分別収集に合わせて、平成３１年度 

（２０１９年度）を目途に実施するとした『「家庭ごみ有料化及び戸別収集

への移行」についての基本方針』を、平成２９年（２０１７年）４月に策

定しました。 

基本方針では、家庭ごみ有料化の対象範囲や手数料負担の仕組み、家庭

ごみ有料化及び戸別収集の実施時期などの詳細な事項については、本実施

計画において示すこととしています。 
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表１－１－２ 「小平市一般廃棄物処理基本計画」（平成２６年（２０１４年）

３月策定）における家庭ごみ有料化及び戸別収集の位置付け（抜粋） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

第２章 現状と課題 

４．今後に向けた課題 

 （５）家庭ごみ有料化・戸別収集 

  ①家庭ごみの有料化 

家庭ごみ有料化については、廃棄物の問題に対して市民一人ひとりに

関心を持ってもらうことなどにより、ごみだけでなく、資源物も含めた

廃棄物の総量を減量する効果が期待されます。 

（中略） 

家庭ごみの有料化を実施する場合には、資源化品目の拡大など、ごみ

減量のための条件を整えるほか、不法投棄等のデメリットを尐なくする

方策や、有料化によって環境負荷の削減やごみ減量など、どのようなメ

リットがあるのかを明らかにして、費用負担に係る市民の理解を得る必

要があります。 

 

  ②戸別収集 

（中略） 

現在の収集方式であるステーション方式は、排出者が特定しにくいた

め、ルール違反などが発生しやすいことや、設置場所や日々の管理など

をめぐるトラブルが発生しやすいといった問題があります。 

（中略） 

戸別収集については、ステーション方式に比べて、収集経費の増加や、

収集車両が排出する排気ガスの増加といったデメリットがありますが、

市民一人ひとりに自分が出す廃棄物に責任を持ってもらえるようになる

こと、一人暮らし高齢者などの普段のごみ出しが困難な世帯にとっては

サービスの向上となること、道路上の集積所がなくなることでまちの美

観が向上することなどのメリットがあります。 
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２ 実施の目的 

小平市では、３Ｒの推進のため、様々な施策に取り組んでおり、その施

策の一つとして、市民の皆さまにごみの減量や資源の分別の徹底などに対

してより一層取り組んでいただくための、意識の変化や向上を図ることを

目的に家庭ごみ有料化を実施します。 

（１）意識の変化によるごみの減量や３Ｒの推進 

家庭ごみ有料化に伴い、ごみ処理手数料を負担することによって、ごみ

に対する関心の高まり、ごみ処理の流れや費用、分別の必要性といったこ

とへの気付きや認識が促されます。 

その上で、市民一人ひとりにごみをなるべく出さないようにする意識が

生まれ、ごみの減量や分別・資源化の徹底の取組へと促すことで、ごみの

減量や３Ｒの推進を図ります。 

（２）負担の公平性の確保 

ごみ処理事業をすべて税金でまかなっている現状では、ごみをたくさん

出した場合も、減量の努力により尐なく出した場合も、ごみ処理に係る費

用負担に変化はありません。しかし、ごみ排出量に応じて費用負担が変わ

るようにすることで、ごみを減らす努力をした場合の負担が軽減されるよ

うな仕組みになります。 

家庭ごみ有料化によって、ごみをたくさん出す人と尐なく出す人の間で

負担の公平性を確保することで、ごみの減量や分別・資源化の徹底に取り

組む意欲の向上を図ります。 

（３）ごみ処理に係る経費の削減 

家庭ごみ有料化の実施により、ごみの減量や資源の分別の徹底への意識

が向上し、その結果として、家庭から排出されるごみの減量が期待されま

す。 

家庭から排出されるごみの量が減った場合には、収集や処理に係る経費

などを削減することができます。また、前述のとおり、今後の各ごみ処理

施設の更新に際しては、施設の規模をより小さくすることができ、建設費

用や維持管理費などを削減することができます。 
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３ ごみ処理の現状と課題 

（１）小平市のごみ量 

小平市の家庭から排出されるごみ・資源の量を示す、市民１人１日当た

りの収集ごみ・資源量（以下「収集ごみ・資源量原単位」という。）と、市

民１人１日当たりの収集ごみ量（以下「収集ごみ量原単位」という。）につ

いては以下のとおりとなっています。 

①収集ごみ・資源量原単位※ 

小平市では、基本計画に基づいて、様々なごみ減量施策を実施してきま

した。日頃からの市民や事業者の皆さまのご協力により、収集ごみ・資源

量原単位は、年々減尐を続けており、平成２８年度（２０１６年度）は 

６４１．７g/人日となっています。 

一方、多摩地域の２６市では、収集ごみ・資源量原単位の平均は 

５９６．３g/人日と小平市より尐なく、尐ない順で小平市は２６市中２２

番目となっています。 

※収集ごみ・資源量原単位とは、燃えるごみ、燃えないごみ、粗大ごみ、資源及び有

害物の収集量（集団回収分は除く）の合計を、市民１人１日当たりに換算した数値

です。 

②収集ごみ量原単位※ 

同様に、収集ごみ量原単位を見ますと、小平市では、平成２８年度 

（２０１６年度）は４９９．８g/人日となっています。 

一方、多摩地域の２６市では、収集ごみ量原単位の平均は４３５．４g/

人日と小平市より尐なく、尐ない順で小平市は２６市中２４番目となって

います。 

※収集ごみ量原単位とは、燃えるごみ、燃えないごみ及び粗大ごみの収集量（集団回

収分は除く）の合計を、市民１人１日当たりに換算した数値です。 
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表１－３－１ 多摩地域２６市の収集ごみ・資源量原単位及び収集ごみ量 

原単位の比較 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典）（公財）東京市町村自治調査会「多摩地域ごみ実態調査（平成２８年度統計）」 

（平成２９年（２０１７年）１０月再発行）より作成 

  

順位
(尐ない順)

自治体名

収集ごみ・
資源量
原単位
(g/人日)

順位
(尐ない順)

自治体名
収集ごみ量

原単位
(g/人日)

1 府 中 市 526.7 1 立 川 市 360.6

2 立 川 市 540.3 2 府 中 市 362.1

3 西 東 京 市 549.7 3 西 東 京 市 362.2

4 東 村 山 市 553.5 4 国 分 寺 市 370.0

5 町 田 市 553.8 5 三 鷹 市 372.1

6 多 摩 市 555.0 6 調 布 市 377.0

7 東 大 和 市 557.5 7 小 金 井 市 386.4

8 日 野 市 559.5 8 東 村 山 市 391.2

9 国 分 寺 市 571.9 9 東 大 和 市 412.7

10 清 瀬 市 574.1 10 清 瀬 市 424.9

11 稲 城 市 575.0 11 日 野 市 426.6

12 小 金 井 市 576.3 12 昭 島 市 433.7

13 東 久 留 米市 580.6 13 多 摩 市 434.9

14 三 鷹 市 582.1 14 狛 江 市 435.9

15 狛 江 市 586.8 15 東 久 留 米市 437.1

16 昭 島 市 592.0 16 武 蔵 野 市 439.1

17 調 布 市 600.7 17 羽 村 市 441.3

18 青 梅 市 604.6 18 八 王 子 市 451.9

19 八 王 子 市 607.4 19 町 田 市 453.6

20 国 立 市 638.5 20 福 生 市 461.7

21 福 生 市 641.2 21 稲 城 市 472.7

22 小 平 市 641.7 22 国 立 市 473.7

23 武 蔵 野 市 643.2 23 武 蔵 村 山市 498.9

24 羽 村 市 647.1 24 小 平 市 499.8

25 武 蔵 村 山市 666.9 25 青 梅 市 502.8

26 あ き る 野 市 778.9 26 あ き る 野 市 636.6

596.3 435.4

平成２８年度 平成２８年度

26市平均 26市平均

（注）網掛けは、平成２８年度時点で家庭ごみ有料化を実施していない自治体
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（２）負担金の削減 

小平市のごみの中間処理（焼却や破砕処理）を行っている小平・村山・

大和衛生組合や、最終処分を行っている東京たま広域資源循環組合の負担

金は、搬入するごみの量に応じて変動します。そのため、ごみの減量を推

進することによって、負担金を減らすことが課題となっています。 

（３）環境負荷や地域の負担の軽減 

ごみ・資源を処理することにより、二酸化炭素などの環境負荷が発生し

ます。小平市のごみは、小平・村山・大和衛生組合で中間処理をし、日の

出町にある東京たま広域資源循環組合で最終処分しています。また、資源

は小平市リサイクルセンターなどで中間処理をしていますが、ペットボト

ルと容器包装プラスチックについては、平成３１年度（２０１９年度）か

ら東大和市に設置する小平・村山・大和衛生組合資源物中間処理施設で処

理をする予定です。それぞれの施設の周辺地域の皆さまにはご負担をおか

けしているため、ごみ減量を推進することにより環境負荷や地域の負担を

軽減することが課題となっています。 

（４）リデュースの推進 

循環型社会形成推進基本法では、リデュースを３Ｒの中で最も優先順位

を高くしており、簡易包装や詰替製品の使用、再利用可能な容器の使用な

ど、市民がリデュースに取り組みやすい環境を整備する必要があります。 

特に、レジ袋については、現状では大半はごみを捨てる袋などとして利

用されています。しかし、家庭ごみ有料化の実施に伴い、燃えるごみ、燃

えないごみ、容器包装プラスチックは指定袋による排出となりますので、

ごみを排出する容器としてレジ袋を使用する頻度が尐なくなります。その

ため、マイバッグを持参してレジ袋を受け取らないなど、リデュースを推

進するための施策が必要です。 

（５）リサイクルの推進 

平成２８年度（２０１６年度）に実施した組成分析調査※によると、燃

えるごみとして排出されたものの中に、新聞紙や雑がみなどの可燃性資源

が９．８％含まれており、このうち６．８％は雑がみでした。また、燃え

ないごみとして排出されたものの中に、現在は「プラスチック容器」とし

て分別している硬質容器包装プラスチックが９．４％含まれていました。
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これらは、本来は資源として収集すべきものであり、資源の分別の徹底や

リサイクルを進めていくことが課題となっています。 

また、燃えるごみの５．２％、燃えないごみの４．２％に軟質容器包装

プラスチックが含まれていました。現在、軟質容器包装プラスチックは燃

えるごみとして収集していますが、平成３１年度（２０１９年度）からは

新たに資源としての収集を予定していますので、市民に分別を求めていく

必要があります。 

※「組成分析調査」とは、ごみの中に含まれている資源化できるものの割合や分別が

適正なものの割合を調べることを目的に行う調査で、排出された燃えるごみと燃え

ないごみの中身を４７種類に分けて重さを測り、割合を算定しました。 

表１－３－２ 組成分析調査によるごみに含まれていた可燃性資源と容器包装

プラスチックの割合 

 

（出典）小平市「小平市燃えるごみ組成分析調査報告書」（平成２９年（２０１７年） 

１月）及び小平・村山・大和衛生組合「小平・村山・大和衛生組合不燃・粗大ご

み処理施設ごみ組成分析調査報告書」（平成２９年（２０１７年）１月）より作成 

 

燃えるごみとして排出
されたものの中に
含まれていた割合

燃えないごみとして排出
されたものの中に
含まれていた割合

新聞紙・折込広告 0.7% 0.2%

雑誌・書籍 1.0% 0.0%

段ボール 0.3% 0.1%

雑紙 6.8% 0.6%

シュレッダー紙 0.1% 0.0%

古布（古着）・ふとん 0.8% 0.3%

ぬいぐるみ等 0.1% 0.0%

合計 9.8% 1.2%

容器包装プラスチックのうち硬質のもの 1.1% 9.4%

容器包装プラスチックのうち軟質のもの 5.2% 4.2%

白色トレイ 0.0% 0.1%

その他の発泡トレイ 0.0% 0.1%

キャップ類 0.0% 0.2%

チューブ 0.1% 0.7%

発泡スチロール 0.0% 1.2%

レジ袋・プラスチック袋（未使用） 0.3% 0.1%

レジ袋（ごみを入れる内袋として使用） 0.6% 0.4%

レジ袋(ごみを排出する袋として使用) 0.4% 0.6%

合計 7.6% 17.2%

（注）割合は、表示単位未満を四捨五入しているため、端数処理の関係で合計と合わない場合もあります。 

可燃性資源

容器包装
プラスチック
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４ 家庭ごみ有料化の実施状況と効果 

（１）実施状況 

①全国 

「全国市区町村の家庭ごみ有料化実施状況（２０１７年１０月現在）」（調

査実施者：山谷修作）によると、全国１，７４１自治体のうち６３．５％に

当たる１，１０５自治体で、市区では８１４自治体のうち５７．２％に当た

る４６６自治体で、家庭ごみ有料化を実施しています。平成２２年 

（２０１０年）４月時点では、市区では８０９自治体のうち５３．０％に当

たる４２９自治体で実施しており、年々増加傾向にあります。 

表１－４－１ 全国の自治体の家庭ごみ有料化の実施状況 

 

 

 

 

 

（出典）山谷修作「全国市区町村の家庭ごみ有料化実施状況（２０１７年１０月現在）」 

 

  

総数 家庭ごみ有料化実施 家庭ごみ有料化実施率

市区 814 466 57.2%

町 744 519 69.8%

村 183 120 65.6%

市区町村 1,741 1,105 63.5%
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②多摩地域 

多摩地域の２６市では、平成１０年（１９９８年）１０月に青梅市が最

初に実施し、以後２４市が実施しています。現在、家庭ごみ有料化を行っ

ていないのは、小平市及び武蔵村山市の２市です。 

表１－４－２ 多摩地域２６市における家庭ごみ有料化の実施状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典）（公財）東京市町村自治調査会「多摩地域ごみ実態調査（平成２８年度統計）」 

（平成２９年（２０１７年）１０月再発行）並びに国立市ホームページ及び東久

留米市ホームページより作成 

 

  

市名 導入年月

青 梅 市 平成１０年１０月１日

日 野 市 平成１２年１０月１日

清 瀬 市 平成１３年６月１日

昭 島 市 平成１４年４月１日

福 生 市 平成１４年４月１日

東 村 山 市 平成１４年１０月１日

羽 村 市 平成１４年１０月１日

調 布 市 平成１６年４月１日

あ き る 野 市 平成１６年４月１日

八 王 子 市 平成１６年１０月１日

武 蔵 野 市 平成１６年１０月１日

稲 城 市 平成１６年１０月１日

小 金 井 市 平成１７年８月１日

町 田 市 平成１７年１０月１日

狛 江 市 平成１７年１０月１日

西 東 京 市 平成２０年１月１日

多 摩 市 平成２０年４月１日

三 鷹 市 平成２１年１０月１日

府 中 市 平成２２年２月２日

国 分 寺 市 平成２５年６月１日

立 川 市 平成２５年１１月１日

東 大 和 市 平成２６年１０月１日

国 立 市 平成２９年９月１日

東 久 留 米 市 平成２９年１０月１日
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（２）ごみ減量効果 

①全国 

「第４回全国都市家庭ごみ有料化調査（２０１２年２～３月実施）」（調

査実施者：山谷修作、調査対象：全国有料化市４３４市、有効回答市数：

１９０市）によると、平成１２年度（２０００年度）以降に家庭ごみ有料

化を実施した１３０市の収集ごみ・資源量原単位の減量効果は、実施前年

度と実施翌年度を比較すると、「０～１０％未満」が３６．２％、「１０～

２０％未満」が３９．２％、「２０～３０％未満」が１７．７％、「３０％

以上」が４．６％です。一方で「１０％未満」増加した自治体は２．３％

です。 

図１－４－１ 家庭ごみ有料化を実施した自治体の収集ごみ･資源量原単位の減量

効果（全国） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典）山谷修作「第４回全国都市家庭ごみ有料化調査（２０１２年２～３月実施）」 

 

  

10％未満

増加

2.3%

10％未満

減少

36.2%

10～20％未

満減少

39.2%

20～30％

未満減少

17.7%

30％以上

減少

4.6%
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②多摩地域 

多摩地域の中でも直近で家庭ごみ有料化を実施した１０市について、実

施前年度と実施翌年度を比較すると、収集ごみ・資源量原単位は６．２％

～１６．５％、平均して１１．６％の減量となっています。 

表１－４－３ 直近で実施した１０市の収集ごみ・資源量原単位の減量効果 

（多摩地域） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典）（公財）東京市町村自治調査会「多摩地域ごみ実態調査」各年度統計より作成 

  

小 金 井 市 733.4 730.4 687.8 6.2%

町 田 市 721.2 706.7 630.7 12.5%

狛 江 市 793.9 771.7 715.7 9.9%

西 東 京 市 677.2 645.9 578.1 14.6%

多 摩 市 675.9 592.4 585.6 13.4%

三 鷹 市 660.1 629.9 606.7 8.1%

府 中 市 643.5 640.3 537.3 16.5%

国 分 寺 市 655.4 609.6 583.7 10.9%

立 川 市 607.4 595.1 544.4 10.4%

東 大 和 市 646.1 606.6 560.6 13.2%

平均 681.4 652.9 603.1 11.6%

市名

収集ごみ・資源量原単位(g/人日) 実施前年度
に対する実施
翌年度の減

量率

実施
前年度

実施
年度

実施
１年後
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（３）ごみ減量効果の持続 

家庭ごみ有料化によって一時的にごみ量が減尐しても、減量効果が持続

しないのではないかとの懸念があります。 

「第４回全国都市家庭ごみ有料化調査（２０１２年２～３月実施）」（調

査実施者：山谷修作、調査対象：全国有料化市４３４市、有効回答市数：

１９０市）によると、平成１２年度（２０００年度）以降に家庭ごみ有料

化を実施した１３０市の燃えるごみ・燃えないごみ・粗大ごみの減量効果

は、５年目の年度は実施翌年度と比較してごみ量が増加に転じた市もわず

かながら見られましたが、全体的に見ると、ごみの減量が進んでいる傾向

にあります。 

多摩地域においても、直近で家庭ごみ有料化を実施した１０市では、ご

みの減量効果が持続していることが確認できます。 

そのため、手数料の料金体系や、同時に実施する３Ｒの推進施策などの

制度を整えることで、ごみ減量効果は持続すると考えられます。 

図１－４－２ 家庭ごみ有料化実施の実施翌年度と実施５年目の年度の 

収集ごみ・資源量原単位の減量効果の比較（全国） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典）山谷修作「第４回全国都市家庭ごみ有料化調査（２０１２年２～３月実施）」 

  

（注）割合は、表示単位未満を四捨五入しているため、端数処理の関係で合計しても100％とならない場合もあります。 

0.8%

10%以上

増加

3.1%

2.3%

10%未満

増加

20.8%

36.2%

10%未満

減少

43.1%

39.2%

10～20%未満

減少

25.4%

17.7%

20～30%未満

減少

6.9%

4.6%

30%以上

減少

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

5年目

の年度

翌年度
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表１－４－４ 直近で家庭ごみ有料化を実施した１０市の収集ごみ・資源量 

原単位と減量率の推移（多摩地域） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典）（公財）東京市町村自治調査会「多摩地域ごみ実態調査」各年度統計より作成 

  

上段：収集ごみ･資源量原単位（g/人日）

下段：実施前年度からの減量率

市名
実施年月日

平成１６
年度

平成１７
年度

平成１８
年度

平成１９
年度

平成２０
年度

平成２１
年度

平成２２
年度

平成２３
年度

平成２４
年度

平成２５
年度

平成２６
年度

平成２７
年度

平成２８
年度

小 金 井 市 733.4 730.4 687.8 654.2 629.2 612.1 603.3 594.8 587.7 589.3 582.1 580.2 576.3

平成１７年８月１日実施 6.2% 10.8% 14.2% 16.5% 17.7% 18.9% 19.9% 19.6% 20.6% 20.9% 21.4%

町 田 市 721.2 706.7 630.7 613.1 601.5 587.8 581.9 577.7 569.9 567.8 564.3 559.7 553.8

平成１７年１０月１日実施 12.5% 15.0% 16.6% 18.5% 19.3% 19.9% 21.0% 21.3% 21.8% 22.4% 23.2%

狛 江 市 793.9 771.7 715.7 702.1 680.7 663.3 645.6 640.4 634.9 629.2 609.4 605.0 586.8

平成１７年１０月１日実施 9.9% 11.6% 14.3% 16.5% 18.7% 19.3% 20.0% 20.7% 23.2% 23.8% 26.1%

西 東 京 市 691.1 688.9 677.2 645.9 578.1 570.2 577.4 570.6 567.1 575.2 569.0 562.2 549.7

平成２０年１月１日実施 14.6% 15.8% 14.7% 15.7% 16.3% 15.1% 16.0% 17.0% 18.8%

多 摩 市 701.1 680.9 679.1 675.9 592.4 585.6 586.2 587.3 581.2 575.0 565.1 564.0 555.0

平成２０月４月１日実施 13.4% 13.3% 13.1% 14.0% 14.9% 16.4% 16.6% 17.9%

三 鷹 市 702.4 702.3 703.2 678.8 660.1 629.9 606.7 607.8 611.6 614.3 604.5 597.5 582.1

平成２１年１０月１日実施 8.1% 7.9% 7.3% 6.9% 8.4% 9.5% 11.8%

府 中 市 739.5 733.3 708.1 667.6 643.5 640.3 537.3 550.5 553.0 548.8 539.7 539.4 526.7

平成２２年２月２日実施 16.5% 14.5% 14.1% 14.7% 16.1% 16.2% 18.1%

国 分 寺 市 736.5 734.9 719.9 696.8 679.2 663.9 664.3 659.5 655.4 609.6 583.7 578.4 571.9

平成２５年６月１日実施 10.9% 11.7% 12.7%

立 川 市 680.8 678.3 676.0 646.2 629.1 610.7 609.2 607.6 607.4 595.1 544.4 544.5 540.3

平成２５年１１月１日実施 10.4% 10.4% 11.0%

東 大 和 市 791.3 811.5 794.4 769.6 741.5 688.6 679.9 647.5 636.0 646.1 606.6 560.6 557.5

平成２６年１０月１日実施 13.2% 13.7%
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第２章 小平市が実施する家庭ごみ有料化及び戸別

収集のあり方 

１ 家庭ごみ有料化の方法 

（１）実施時期 

平成３１年（２０１９年）４月１日から実施します。 

（２）対象範囲 

表２－１－１ 有料で収集する品目及び無料で収集する品目の一覧 

 

 

 

 

 

①有料で収集する品目 

家庭ごみ有料化の対象を、「燃えるごみ」、「燃えないごみ」及び「容器包

装プラスチック」とします。 

 

燃えるごみ及び燃えないごみは、リデュースとリサイクルを推進するた

め、家庭ごみ有料化の対象とします。 

また、現状では「プラスチック容器」として分別している硬質のものと、

「燃えるごみ」として分別している軟質のものを合わせて、今後は「容器

包装プラスチック」として区分します。その容器包装プラスチックについ

ては、収集・選別作業に多大な経費がかかっている状況を踏まえ、使い捨

て容器の使用の抑制、適正な分別・資源化の徹底など、燃えるごみ及び燃

えないごみと同様に、リデュースとリサイクルを推進する必要があるため、

家庭ごみ有料化の対象に含めます。 

②無料で収集する品目 

家庭ごみ有料化の対象としている、「燃えるごみ」、「燃えないごみ」及び

「容器包装プラスチック」以外の品目
．．．．．

（ビン、カン、ペットボトル、紙類、

段ボールなど）については、引き続き、無料で収集します。 

有料で収集する品目 無料で収集する品目

・燃えるごみ
・燃えないごみ
・容器包装プラスチック

・容器包装プラスチック以外の資源
　（ビン、カン、ペットボトル、紙類、段ボールなど）
・紙おむつ
・ボランティア清掃で回収されたごみ
・枝木、落ち葉等
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また、家庭ごみ有料化の対象としている品目のうち、「紙おむつ」、「ボラ

ンティア清掃で回収されたごみ」、「枝木、落ち葉等」については、対象か

ら除外し、引き続き、無料で収集します。 

 

ア 紙おむつ 

紙おむつは、子育て世帯や介護世帯から排出され、減量は困難なことか

ら、家庭ごみ有料化の対象から除外します。そのため、透明または半透明

の袋で他のごみが混入していない状態で排出された場合に無料で収集しま

す。 

イ ボランティア清掃で回収されたごみ 

地域の環境美化推進のため、ボランティア清掃で回収されたごみについ

ては、透明または半透明の袋で、正しく分別され、他のごみが混入してい

ない状態で、市で配布したシールをごみ袋に貼付して排出された場合に無

料で収集します。 

ウ 枝木、落ち葉等 

地域の緑化推進のため、枝木については、長さ５０ｃｍ・直径３０ｃｍ

未満で、ひもで束ねた状態で排出された場合（１回の排出に当たり５束ま

で）や、落ち葉等については、透明または半透明の袋（１回の排出に当た

り５袋まで）で他のごみが混入していない状態で排出された場合に無料で

収集します。 

（３）手数料負担の仕組み 

①料金体系 

「一般廃棄物処理有料化の手引き」では、家庭ごみの手数料の料金体系

については、『排出量に応じて排出者が手数料を負担する「排出量単純比例

型（単純従量制）」が最も簡便で住民にわかりやすい方式である』としてお

り、全国の約９０％の市町村が採用しています。 

多摩地域で家庭ごみ有料化を実施している２４市でも「単純従量制」を

採用していること、また『排出量が一定量となるまでは手数料が無料であ

り、排出量が一定を超えると排出者が排出量に応じて手数料を負担する「一

定量無料型（超過量従量制）」』などに比べ、ごみの減量が持続し、リバウ

ンドも起こりにくいことから、小平市においても「単純従量制」を採用し

ます。 
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②手数料の徴収方法 

手数料の徴収方法としては、手数料を上乗せした「シール制」と「指定

袋制」が考えられます。 

「シール制」については、シール自体が小さいため取り扱いや保管が容

易なこと、レジ袋などをごみ袋として使用できるなどのメリットがありま

す。しかし、指定袋でないため袋の容量が一定でなく、容量に見合った金

額のシールを貼ることが難しいため、排出容量に応じた料金の徴収が困難

になります。また、シールがはがれてしまうと適正に排出されたごみなの

か確認ができないことなどのデメリットもあります。 

一方、「指定袋制」については、市民にとって取り扱いが容易でごみ減量

の効果が実感しやすいこと、負担の公平性が確保できるなどのメリットが

あり、排出容量に応じた料金を徴収することやごみの適正排出の確認をす

ることが可能となります。「一般廃棄物処理有料化の手引き」によると、全

国では９０％以上の市町村が、また、多摩地域では家庭ごみ有料化を実施

している２４市のいずれもが採用しており、小平市においても、「指定袋制」

を採用します。 

指定袋の大きさは、家族構成などによってごみの排出量に差が生じるこ

とから、５ℓ、１０ℓ、２０ℓ、４０ℓの４種類を作成します。ただし、容器

包装プラスチックについてはかさばるため、５ℓ袋は作成しません。これに

より、各世帯の排出量に応じた手数料の徴収が可能になります。 

③手数料の支払方法 

手数料の支払方法は、市が指定する取扱店で指定袋を購入することで、

手数料を支払う方法とします。 

指定袋の取扱店は、現在粗大ごみの廃棄物処理シールを取り扱っている

販売店のほか、市内の小売店、スーパーマーケット及びコンビニエンスス

トアなどにも広く依頼します。 

なお、市民の利便性を考慮し、指定袋を広い範囲で購入できるよう、近

隣市での取り扱いも依頼します。 

（４）手数料の設定 

「一般廃棄物処理有料化の手引き」では、手数料の料金水準について、

リデュースやリサイクルの推進への効果、住民の受容性、周辺市町村にお

ける料金水準、以上の３点について考慮することとしています。 
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①リデュースやリサイクルの推進への効果 

「一般廃棄物処理有料化の手引き」では、リデュースを推進するために、

リデュースを促す程度の料金水準とする必要があり、家庭ごみ有料化を導

入している市町村の事例を参考とすることが考えられるとしています。ま

た、リサイクルを推進するためには、資源の手数料をごみの場合と比較し

て安くすることが適当であるとしています。 

「有料化の価格帯別減量効果（２０１６年２月集計）」（調査実施者：山

谷修作）によると、大袋（４０ℓまたは４５ℓ）１枚当たりの価格と収集ご

み量の関係は、価格が高くなるほど収集ごみ量の減量効果が大きくなる傾

向が見られます。 

 

図２－１－１ 家庭ごみ有料化実施自治体の大袋の価格と収集ごみ量 

（平成１２年度（２０００年度）以降、単純従量制による 

家庭ごみ有料化を導入した１３０市） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典）山谷修作「有料化の価格帯別減量効果（２０１６年２月集計）」 
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実施翌年度 実施５年目



21 

②市民の受容性 

「一般廃棄物処理有料化の手引き」では、有料化制度を円滑かつ効果的

に運営するために、住民の受容性に配慮することが適切であるとしていま

す。 

平成２９年（２０１７年）１月に小平市が実施した市民アンケートの結

果では、家庭ごみを有料化した場合の負担額について、受容できる金額（月

額）は「３００円未満」が１７．３％、「３００円以上５００円未満」が 

２４．５％、「５００円以上１，０００円未満」が２０．４％、 

「１，０００円以上」が５．７％、「無回答」が３２．１％となっています。 

 

図２－１－２ 市民アンケート調査による受容できる金額（月額） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典）小平市「小平市ごみ・資源に関するアンケート調査報告書」 

（平成２９年（２０１７年）１月） 

 

  

300円未満

17.3%

300円以上

500円未満

24.5%

500円以上

1,000円未満

20.4%

1,000円以上

5.7%

無回答

32.1%
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③周辺市における料金水準 

多摩地域の家庭ごみ有料化を実施している自治体の多くが、月額５００

円程度またはごみ処理経費の２０～２５％を、手数料設定の条件としてい

る状況です。 

直近で家庭ごみ有料化を実施した１２市の手数料額は、燃えるごみ・燃

えないごみは、２円/ℓが最も多くなっています。また、容器包装プラスチ

ックについても、１２市中８市が有料としています。 

 

表２－１－２ 直近で家庭ごみ有料化を実施した１２市の手数料額（多摩地域） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典）（公財）東京市町村自治調査会「多摩地域ごみ実態調査 （平成２８年度統計） 

（平成２９年（２０１７年）１０月再発行）並びに国立市ホームページ及び東久

留米市ホームページより作成 

 

  

５ℓ袋 １０ℓ袋 ２０ℓ袋 ４０ℓ袋 ５ℓ袋 １０ℓ袋 ２０ℓ袋 ４０ℓ袋

小 金 井 市 （平成１７年８月１日実施） 10円 20円 40円 80円 10円 20円 40円 80円

町 田 市 （平成１７年１０月１日実施） 8円 16円 32円 64円 － － 16円 32円

狛 江 市 （平成１７年１０月１日実施） 10円 20円 40円 80円

西 東 京 市 （平成２０年１月１日実施） 7.5円 15円 30円 60円 － 5円 10円 20円

多 摩 市 （平成２０年４月１日実施） 7円 15円 30円 60円 － － 10円 －

三 鷹 市 （平成２１年１０月１日実施） 9円 18円 37円 75円

府 中 市 （平成２２年２月２日実施） 10円 20円 40円 80円 5円 10円 20円 40円

国 分 寺 市 （平成２５年６月１日実施） 10円 20円 40円 80円

立 川 市 （平成２５年１１月１日実施） 10円 20円 40円 80円

東 大 和 市 （平成２６年１０月１日実施） 10円 20円 40円 80円 10円 20円 40円 80円

国 立 市 （平成２９年９月１日実施） 10円 20円 40円 80円 5円 10円 20円 40円

東 久 留 米 市 （平成２９年１０月１日実施） 10円 20円 40円 80円 5円 10円 20円 40円

１枚当たりの袋の値段

燃えるごみとして収集

自治体名

（注）町田市では、平成２８年４月より、一部の地域（ＪＲ横浜線の南側）のみ、容器包装プラスチックの有料化を実施しています。

無料

無料

無料

燃えるごみ・燃えないごみ 容器包装プラスチック
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④小平市における手数料 

小平市における手数料は、「燃えるごみ」及び「燃えないごみ」を 

２円/ℓ、「容器包装プラスチック」を１円/ℓとします。 

 

減量効果については、料金水準が高くなるほど排出抑制効果も高くなる

傾向が見られ、大袋（４０ℓまたは４５ℓ）１枚当たり７０円以上で、最も

高い減量効果が見られます。 

周辺市における料金水準は、燃えるごみ・燃えないごみで約２円/ℓ、容

器包装プラスチックについては、燃えるごみとして収集している狛江市を

除き、三鷹市、国分寺市及び立川市が無料、町田市、西東京市、多摩市、

府中市、国立市及び東久留米市が燃えるごみ・燃えないごみの半額もしく

は半額以下、小金井市及び東大和市が燃えるごみ・燃えないごみと同額に

なっています。 

そのため、燃えるごみと燃えないごみについては、減量効果と周辺市に

おける料金水準を考慮して２円/ℓ とし、容器包装プラスチックについては、

リデュースとともにリサイクルの推進や徹底を図るためにごみに比べて安

く設定し、金額は周辺市における料金水準を考慮して１円/ℓと設定して、

１世帯当たりの平均負担額（月額）を試算したところ、４６６円という結

果になりました。この金額は５００円未満という多くの市民が受容できる

金額と考えられます。 

表２－１－３ １世帯当たりの平均負担額の試算 

 

  

燃えるごみ 燃えないごみ
容器包装

プラスチック
合計

分別変更・資源化の徹底をした場合に推計される
１人当たりの年間排出容量

680ℓ 475ℓ 305ℓ 1,460ℓ

容量当たりの単価 2円/ℓ 2円/ℓ 1円/ℓ －

１人当たりの負担額(年間) 1,360円 950円 305円 2,615円

小平市平均世帯人数2.13人当たりの負担額(年間) 2,897円 2,024円 650円 5,571円

小平市平均世帯人数2.13人当たりの負担額(月間) 242円 169円 55円 466円
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（５）小平市の指定袋の仕様 

①種類と金額 

指定袋の色は、燃えるごみ用は黄色、燃えないごみ用は乳白色、容器包

装プラスチック用は青色の３色・１１種類を作成します。 

表２－１－４ 指定袋の種類と金額 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②品質と加工 

指定袋の品質については、安全で利用しやすいものを選定します。 

また、視覚障がい者が手触りで判別できるような加工や、カラスによる

荒らし被害を軽減できるような加工を施します。 

  

種類 色 単価 容量 袋１枚当たりの手数料

5ℓ 10円

10ℓ 20円

20ℓ 40円

40ℓ 80円

5ℓ 10円

10ℓ 20円

20ℓ 40円

40ℓ 80円

10ℓ 10円

20ℓ 20円

40ℓ 40円

燃えるごみ用袋

容器包装
プラスチック用袋

2円/ℓ

1円/ℓ

燃えないごみ用袋 2円/ℓ

黄色

乳白色

青色
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（６）減免措置 

家庭ごみ有料化は、市民の新たな経済的負担を伴うため、社会的配慮が

必要な世帯に対して、経済的負担の軽減を考慮し、手数料を減免します。 

手数料の減免については、天災その他特別の理由があると認めるときに

行うほか、子育て支援や高齢者福祉及び障がい者福祉などの点から、市が

設定する減免基準（表２－１－５）に該当する場合、該当者の申請等に基

づき審査を行い、適用します。ただし、減免は、ごみの減量化や費用負担

の公平性の確保という家庭ごみ有料化の目的を考慮し、負担すべき費用の

すべてを免除するのではなく、市が設定する交付枚数（表２－１－５）を

限度として交付する方法により手数料の一部を免除することとし、対象者

にも一定のごみ減量の努力を促すような仕組みとします。 

なお、世帯人数によってごみの排出量は異なることから、１人世帯では

１０ℓ 袋、２人または３人世帯では２０ℓ袋、４人以上の世帯は４０ℓ 袋を

交付することとします。 

表２－１－５ 減免措置の対象世帯と指定袋の交付枚数（案） 

  
対象世帯

指定袋の
交付枚数
（年間）

①「生活保護法」の扶助を受ける者の属する世帯

②「中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する
　法律」の扶助を受ける者の属する世帯

③「児童扶養手当法」の児童扶養手当の支給を受ける者の属する世帯

④「特別児童扶養手当等の支給に関する法律」により特別児童扶養手当の支給
　を受ける者の属する世帯

⑤「国民年金法」の遺族基礎年金の支給を受ける者の属する世帯

⑥「身体障害者福祉法」の規定による身体障害者手帳を所持する者※の属する
　世帯で、かつ市民税非課税の者のみで構成される世帯
　※障害の程度が１級又は２級と記載された者に限り対象となります。

⑦東京都知事の定めるところにより交付された愛の手帳を所持する者※の属す
　る世帯で、かつ市民税非課税の者のみで構成される世帯
　※障害の程度が１度又は２度と記載された者に限り対象となります。

⑧「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律」の規定による精神障害者保健
　福祉手帳を所持する者※の属する世帯で、かつ市民税非課税の者のみで構成
　される世帯
　※障害の程度が１級と記載された者に限り対象となります。

⑨天災又は火災等の被害を受けた世帯

⑩特別の理由により市長が認めた世帯

２　複数の区分が該当する場合でも、交付枚数はひとつの区分の枚数となります。

１　指定袋の枚数は、１世帯につき１年当たりの枚数とし、市長が決定する免除の期間に応じてあん分
    して得た枚数を交付します。

【備考】

燃えるごみ
用袋
１００枚

燃えないごみ
用袋
１０枚

容器包装プラ
スチック用袋
５０枚 

市長が定める
枚数
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（７）手数料収入の使い道 

「第４回全国都市家庭ごみ有料化調査（２０１２年２～３月実施）」によ

ると、手数料収入については、７９．７％の自治体が特定財源として運用

（区分）しています。また、手数料の活用方法については、９０．４％の

自治体がごみ処理・リサイクル推進等に限定していますが、９．６％の自

治体が地球温暖化対策などの施策にも活用しています。 

小平市では、手数料収入を特定財源として運用（区分）し、家庭ごみ有

料化及び戸別収集に伴う経費や３Ｒの推進施策に活用することとします。 

図２－１－３ 手数料収入の運用方法及び活用対象（全国） 

【運用方法】             【活用対象】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典）山谷修作「第４回全国都市家庭ごみ有料化調査（２０１２年２～３月実施）」 

 

表２－１－６ 平成３１年度以降の家庭ごみ有料化及び戸別収集への移行によ

る主な収入と支出の見込み額（概算） 

 

 

  

特定財源
79.7%

一般財源
18.7%

その他
1.6%

ごみ処理・リ

サイクル推進

等に限定
90.4%

地球温暖化

対策や自然

環境保全、コ

ミュニティ活

動育成なども

対象
9.6%

4億1,000万円

1億7,000万円

3,600万円

2億700万円

4億1,300万円

※ その他、平成３０年度の準備期間については、戸別収集実施調査、コールセンターの設置、

市報特集号の全戸配布などを予定しております。

合計

●主な収入

●主な支出

　・ごみ・資源の収集運搬（戸別収集の実施による増加分）

　・指定袋等の販売手数料

　・指定袋等の作成・管理等

　・指定袋の売上
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２ 戸別収集の方法 

現在、小平市では、１０から１５世帯を基本に集積所を設ける「ステー

ション収集」を実施していますが、多摩地域では、２６市中２２市が各世

帯の敷地内から収集する「戸別収集」を実施しています。小平市でも排出

者責任の明確化を図るため、家庭ごみ有料化の実施に合わせて、「戸別収集」

を実施します。 

表２－２－１ 多摩地域２６市におけるごみの収集方法 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （出典）（公財）東京市町村自治調査会「多摩地域ごみ実態調査 （平成２８年度統計） 

（平成２９年（２０１７年）１０月再発行）及び東久留米市ホームページより作成 

 

（１）実施時期 

平成３１年（２０１９年）４月１日から実施します。 

市名 収集方式

八王子市 戸別収集

立川市 戸別収集

武蔵野市 戸別収集

三鷹市 戸別収集

青梅市 戸別収集

府中市 戸別収集

昭島市 戸別収集

調布市 戸別収集

町田市 戸別収集・ステーション収集

小金井市 戸別収集

小平市 ステーション収集

日野市 戸別収集

東村山市 戸別収集

国分寺市 戸別収集

国立市 ステーション収集

福生市 戸別収集

狛江市 戸別収集

東大和市 戸別収集

清瀬市 ステーション収集

東久留米市 戸別収集

武蔵村山市 ステーション収集

多摩市 戸別収集

稲城市 戸別収集

羽村市 戸別収集

あきる野市 戸別収集

西東京市 戸別収集・ステーション収集

（注）町田市及び西東京市については、資源のみステーション収集
　　　を行っている。
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（２）実施方法 

全ての品目について出す場所が、集積所から各戸の敷地内に変更となり

ます。ただし、建物単位の排出になりますので、集合住宅については、敷

地内の集積所への排出に変更はありません。 

なお、これまで敷地内に集積所を設けておらず、住まいの近くの集積所

に排出していた集合住宅でも、戸別収集に伴い、今後は新たに敷地内に集

積所を設けていただくこととなります。 

戸別収集の具体的なごみ・資源の排出場所については、今後、各世帯の

調査を行い、状況に応じてきめ細かに対応します。 

（３）期待される効果 

①排出者責任の明確化と排出マナーの向上 

戸別収集の実施により、そのごみを誰が出したかが明確になります。ま

た、ステーション収集ではマナー違反のごみが排出された場合に排出者が

特定しにくいという問題がありますが、戸別収集では、不適正排出に対す

る指導が行いやすくなります。戸別収集の実施により、排出者責任が明確

化し、ごみ・資源の排出マナーの向上が期待されます。 

②ごみ出しが困難な世帯へのサービス向上 

ステーション収集では、高齢者や障がい者など、集積所へのごみ出しが

困難な世帯があり、超高齢社会の到来に伴い、今後、このような世帯の増

加が予想されます。戸別収集の実施により、ごみ出しが困難な世帯へのサ

ービスの向上が期待されます。 

③街の美観の向上 

ステーション収集では、特に繁華街や通行人の多い集積所などで、不法

投棄が見受けられます。また、管理が行き届いていない集積所では、カラ

スや猫などによる被害があり、街の美観が損なわれています。戸別収集の

実施により、街の美観の向上が期待されます。 

④地域の負担の軽減 

ステーション収集では、集積所の管理は使用する市民に委ねられており、

集積所によっては、カラスや猫による被害の防止や収集後の清掃などの管

理を特定の人が負担しているケースや、管理する人がいない集積所が見受
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けられます。戸別収集の実施により、集積所の管理にかかわる地域の負担

軽減が期待されます。 

（４）課題への対応 

①収集経費の増加への対応 

戸別収集では、ごみの収集箇所の増加により、収集経費の増加が見込ま

れます。経費の増加分を可能な限り尐なくするため、市民の利便性を損な

わないよう配慮しながらも、収集頻度の適正化を図ります。 

②収集事業者への意識付け 

戸別収集により、各世帯の敷地内から収集することになるため、収集作

業員はこれまで以上に市民とのコミュニケーションを図る必要があります。

また、新たな収集ルートでは、特に安全運転が求められます。 

収集事業者においては、市民とのコミュニケーションや、敷地内への入

り方などの実際の収集方法、安全運転、トラブル時の対処方法などについ

て、収集作業員全員に対し、研修会をより一層行うなどし、意識付けの徹

底を図っていきます。 

③集積所の取り扱い 

戸別収集の実施により、集合住宅以外の集積所が廃止になります。小平

市が所有する集積所については、他の用途への転用などについて検討し、

市有財産を有効に活用するよう努めます。 

なお、戸別収集実施後は、集合住宅以外の集積所ではごみ出しができな

い旨の看板を、市が所有する集積所に掲示するほか、希望者に配布します。 

表２－２－２ 戸別収集に期待される効果と課題への対応 

 

 

 

 

 

 

 

○

○

○

○

○ 収集経費の増加
○ 市民の利便性を損なわないよう配慮しながらも、収

集頻度を適正化し、経費の増加を抑制する。

○ 収集作業員へ対する、市民とのコミュニケーション
や安全運転への意識付けの徹底

○ 収集作業員に対する研修会をより一層行うなど、
意識付けの徹底を図る。

期待される効果

対応策課題

集積所の管理にかかわる地域社会の負担軽減

道路上の集積所の廃止による街の美観の向上

高齢者や障がい者など、集積所へのごみ出しが困難な世帯へのサービスの向上

排出者責任の明確化による、ごみ・資源の排出マナーの向上
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３ 円滑な実施に向けた取組 

（１）新たな収集体制の構築 

①収集頻度の見直し 

小平市では現在、燃えるごみを週２回、燃えないごみや資源を週１回、

収集を行っています。一方、多摩地域２６市では多くの市が、燃えないご

みや資源の収集頻度について、より尐ない頻度での収集を行っています。

こうしたことを踏まえ、戸別収集への移行により見込まれる、収集経費の

増加を可能な限り尐なくするため、家庭ごみ有料化及び戸別収集への移行

に合わせて、収集頻度の変更を行います。 

変更にあたっては、小平・村山・大和衛生組合に搬入している武蔵村山

市や東大和市の収集頻度と大きな差異が生じないようにしつつ、燃えるご

みについては現行の週２回のままとし、燃えないごみの収集を現在の週１

回から４週に１回に、容器包装プラスチックについては現行の週１回のま

まとし、ビン・カン・ペットボトル・紙類・段ボールなど、その他の資源

を週１回から２週に１回に変更するなど、収集頻度の見直しを行い、適正

化を図ります。 

表２－３－１ 収集頻度の見直し 

  
分別区分 代表的な品目

収集
頻度

分別区分 代表的な品目
収集
頻度

手数料

生ごみ、資源にならない紙類や
布類など

有料

紙おむつ、枝木・落ち葉等 無料

燃えない
ごみ

陶磁器、ガラス、プラスチック製
品、金属類、靴、ハンガー、傘、
電話機など

週１回
燃えない

ごみ

陶磁器、ガラス、プラスチック製
品、金属類、靴、ハンガー、傘、
電話機など

４週に
１回

有料

容器包装
プラス
チック

菓子袋などの軟らかい容器包
装プラスチック、
硬くて形のある容器包装プラス
チック

週１回 有料

資源

・可燃性のもの
新聞紙、雑誌・雑がみ、段ボー
ル、シュレッダーくず、古布類、
ふとん

・不燃性のもの
ビン、カン、ペットボトル、スプ
レー缶・ガスカートリッジ缶、ライ
ター、金属製のなべ・やかん・フ
ライパン、
プラスチック容器（硬くて形のあ
る容器包装プラスチック）

・有害性のもの
電池、蛍光管、水銀体温計・水
銀血圧計

週１回

容器包装
プラス
チック
以外の
資源

・可燃性のもの
新聞紙、雑誌・雑がみ、段ボー
ル、シュレッダーくず、古布類、
ふとん

・不燃性のもの
ビン、カン、ペットボトル、スプ
レー缶・ガスカートリッジ缶、ライ
ター、金属製のなべ・やかん・フ
ライパン

・有害性のもの
電池、蛍光管、水銀体温計・水
銀血圧計

２週に
１回

無料

平成３１年４月以降現状

燃える
ごみ

週２回

生ごみ、資源にならない紙類や
布類、紙おむつ、枝木・落ち葉
等、
菓子袋などの軟らかい容器包
装プラスチックなど

燃える
ごみ

週２回
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②地区割りの細分化 

現在、東地区と西地区の２地区に地区割りをし、収集を行っていますが、

ごみ処理施設へ搬入する車両による渋滞の発生を回避し、施設への搬入量

や搬入する車両の台数を日によって偏りをなくすために、収集の地区割り

を５地区に細分化し、搬入量や搬入する車両の平準化を図ります。 

表２－３－２ 細分化後の地区割り案 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）市民への周知啓発の徹底 

家庭ごみ有料化を円滑に実施し、「意識の変化によるごみの減量や３Ｒの

推進」、「負担の公平性の確保」、「ごみ処理に係る経費の削減」という目的

を達成するためには、市民の十分な理解と協力が不可欠です。 

そのため、本実施計画の策定にあたっては、素案についての市民説明会

を行いましたが、今後も、できるだけ多くの情報交換の機会を設けるため、

再度の市民説明会、自治会や尐人数の集まりに出向いての説明、市報や市

ホームページ等を活用しながら、周知啓発の徹底に努めます。 

①市民説明会の開催 

平成２９年１０月２４日から１１月４日にかけて全１２回、本実施計画

の素案についての市民説明会を開催しました。 

今後も、家庭ごみ有料化及び戸別収集への移行についての、市の考え方

や実施内容についての説明を行うため、改めて市民説明会を開催します。 

開催日程や時間、会場については、市民の多様なライフスタイルに対応

し、多くの方が参加しやすくなるよう設定します。 

 

  

Ａ地区
中島町・たかの台・小川町１丁目・

栄町・小川西町

Ｂ地区
小川町２丁目・小川東町・

学園東町・仲町

Ｃ地区
上水新町・上水本町・津田町・

学園西町

Ｄ地区 美園町・天神町・大沼町・花小金井

Ｅ地区
上水南町・喜平町・回田町・

御幸町・鈴木町・花小金井南町

西地区

東地区

中島町・上水新町・たかの台・
小川町・栄町・小川西町・

小川東町・上水本町・上水南町・
津田町・学園西町

喜平町・学園東町・仲町・美園町・
回田町・御幸町・鈴木町・天神町・
大沼町・花小金井南町・花小金井
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②各種周知啓発 

市民説明会には、時間等の都合により参加できない方がいることも想定

されます。そのため、市報や市ホームページの他、様々な媒体や機会を積

極的に活用し、家庭ごみ有料化等についての情報をお伝えしていきます。 

○市報、ごみ・リサイクル情報誌など、紙媒体の活用 

○ホームページやごみ分別アプリの活用 

○マスメディアを通じた情報提供 

○家庭ごみ有料化に関するパンフレットの作成 

○公共施設や商業施設へのポスター掲示 

○ごみ集積所への掲示 

○自治会や集合住宅の管理会社などを通じての情報提供 

（３）市民との協働 

小平市廃棄物減量等推進員などとの情報共有を図り、地域単位での分別

指導などについて協力して、不適正排出の防止に努めます。 

（４）ごみ減量のための併用施策の拡充 

家庭ごみ有料化を実施している市町村では、有料化と並行して併用施策

を実施しています。小平市でも、家庭ごみ有料化の実施に際しては、市民

がこれまで以上に３Ｒに取り組めるような環境を整備するため、次のよう

な取組を実施します。 

①容器包装プラスチックの全量資源化 

現在、「プラスチック容器」に分別し、資源として収集している硬質容器

包装プラスチックに加え、小平・村山・大和衛生組合資源物中間処理施設

の稼働に合わせて、軟質容器包装プラスチックも分別収集・資源化の対象

とします。これによって、分別がわかりやすくなり、ごみ減量を推進する

ことができます。 

②小型家電リサイクルの促進 

イベントや拠点回収の実施のほか、市内公共施設に設置した回収ボック

スや、宅配便による自宅回収サービスの利用を促進するなど、燃えないご

みに該当する小型家電をリサイクルするために、市民がより排出しやすい

環境の整備を検討します。 
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③陶磁器リサイクルの促進 

燃えないごみに該当する陶磁器をリサイクルするために、年６回程度、

日時と場所をあらかじめ決めて実施する拠点回収やイベント回収を行って

おりますが、小平市リサイクルセンターにて常時対応できるよう、回収方

法について検討します。 

④雑がみリサイクルの促進 

雑がみは、リサイクルすることができる資源です。この雑がみは、燃え

るごみに混入してしまうことが多いことから、広報を強化し、分別の徹底

を図ります。 

⑤生ごみの減量（食物資源循環）の促進 

燃えるごみの多くの割合を占める生ごみを減量するために、平成２２年

度（２０１０年度）から平成２８年度（２０１６年度）まで、生ごみの減

量と食物資源としてのリサイクルを目的とした「食物資源循環モデル事業」

を実施してきましたが、平成２９年度（２０１７年度）からは「食物資源

循環事業」として本格実施しており、引き続き、堆肥化による資源循環に

取り組みます。 

また、食物資源（生ごみ）処理機器を購入した方への補助金の交付につ

いても、更なる普及を図ります。 

更に、食品ロスについて、発生の抑制と再利用の推進により、一層の減

量を進めます。 

 ⑥事業者との連携によるごみ減量施策の促進 

拡大生産者責任の考え方に基づき、小売店などの民間事業者による３Ｒ

を推進するため、３Ｒ推進に関する取組を行っている民間事業者を認定し、

広報する仕組みを検討します。このことにより、事業者との連携を強化し、

協力体制の構築を図ります。 
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（５）不法投棄と不適正排出への対応 

家庭ごみ有料化に伴い懸念される不法投棄や不適正排出の増加への対応

策について検討します。 

①不法投棄への対応 

不法投棄については、現状でも発生している問題であり、警告看板の設

置、パトロールなどにより、不法投棄が発生しないような対策を講じてい

ます。家庭ごみ有料化実施後は、警察との連携も図りながら、これまで以

上に、対応を強化していきます。 

②不適正排出への対応 

指定袋に入れられていない、分別ができていない、あるいは収集日が異

なるなどの、不適正に排出されたごみについては、回収できない理由を明

示したシールを貼付して取り残すなどの対策を徹底するとともに、適正排

出への指導を積極的に行います。また、分別区分に関する情報について、

様々な媒体を用いて周知することで、不適正排出の防止に努めます。 

（６）情報公開 

家庭ごみ有料化の実施後も、ごみ量の推移や、手数料収入額とその使い

道などの家庭ごみ有料化に関する情報を、定期的に市民に公開していきま

す。 

（７）評価と見直し 

家庭ごみ有料化に関する評価については、市の環境施策推進本部での内

部チェックのうえ、小平市廃棄物減量等推進審議会に報告し、意見をとり

まとめて、公表します。また、基本計画の見直しにあわせて、おおむね５

年に１回の頻度で、制度の見直しについて検討します。 
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４ 今後のスケジュール 

今後のスケジュールは次のとおりです。 

平成３０年（２０１８年）６月には、小平市廃棄物の減量及び処理に関

する条例の改正案を市議会に提出する予定です。また、家庭ごみ有料化及

び戸別収集の実施に向けた市民説明会の実施や、自治会や尐人数の集まり

などにも積極的に伺うなどし、制度の内容や新しいごみと資源の出し方な

どについて丁寧な説明を行います。その他、市報特集号や、新しいごみと

資源の排出方法についてのカレンダー・パンフレットの全戸配布や、戸別

収集に向けた各戸の排出場所の確認など、十分な周知と準備を行います。 

その後、平成３１年（２０１９年）４月１日に、家庭ごみ有料化及び戸

別収集を実施いたします。 

表２－４－１ 今後の実施スケジュール（予定） 

 

 
時 期 内 容

平成３０年６月 小平市廃棄物の減量及び処理に関する条例改正案の市議会への提出

平成３０年７月～
平成３１年３月

家庭ごみ有料化及び戸別収集への移行に向けた市民説明会の開催

平成３１年１月～
平成３１年２月

新しいごみと資源の排出方法についてのカレンダー・パンフレットの
全戸配布

平成３１年３月 指定有料袋販売開始

小平・村山・大和衛生組合資源物中間処理施設及び
小平市新リサイクルセンターの稼働

家庭ごみ有料化及び戸別収集の実施

平成３１年４月～
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資料 計画策定の経過 

１ 策定経過 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

年月日 事項

平成28年7月20日
小平市廃棄物減量等推進審議会（第１２期）に市長より
「家庭ごみ有料化・戸別収集への移行の実施内容について」諮問

平成28年11月21日、
同月22日、同月24日、

同月25日
燃えるごみ組成分析調査実施

平成28年11月11日～
同月28日

市民アンケート調査実施

平成29年4月27日 計画策定の基本方針決定

平成29年9月14日 計画素案策定

平成29年10月12日～
11月10日

計画素案に基づくパブリックコメント実施

平成29年10月24日～
11月4日

計画素案に基づく市民説明会実施

平成30年2月15日
小平市廃棄物減量等推進審議会（第１２期）より市長あて
「家庭ごみ有料化・戸別収集への移行の実施内容について」答申

平成30年3月 小平市家庭ごみ有料化及び戸別収集への移行実施計画策定
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２ 小平市廃棄物減量等推進審議会（第１２期） 

（１）審議の経過 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回　数 時　期 態様 内　容

第１回 平成28年7月20日
諮問
審議

・会長及び副会長の互選
・市長より諮問
・一般廃棄物処理基本計画の数値目標（平成２７
年度実績）について）報告

第２回 平成28年9月14日 審議
・小平市の廃棄物を取り巻く状況について
・一般廃棄物処理基本計画の中間見直しについて

第３回 平成28年10月25日
視察
審議

・小平・村山・大和衛生組合、小平市清掃事務
所、小平市リサイクルセンター及びリプレこだい
ら視察
・市民アンケートについて

第４回 平成28年12月12日 調査
・家庭ごみ有料化について
　講師　東洋大学経済学部教授　山谷修作先生

第５回 平成29年3月14日 審議

・ごみ組成分析調査結果について
・市民アンケート調査結果について
・一般廃棄物処理基本計画中間見直し及び災害廃
棄物処理計画における基本方針（骨子案）につい
て
・小平市リサイクルセンターの整備における進捗
状況について（報告）
・食物資源循環モデル事業の検証結果について
（報告）

第６回 平成29年4月28日 審議

・一般廃棄物処理基本計画中間見直し及び災害廃
棄物処理計画策定について
・調査「家庭ごみ有料化について」（平成28年
12月12日実施）のまとめ
・家庭ごみ有料化及び戸別収集の実施について

第７回 平成29年6月21日 審議
・一般廃棄物処理基本計画中間見直しについて
・災害廃棄物処理計画策定について
・家庭ごみ有料化及び戸別収集の実施について

第８回 平成29年8月3日 審議

・副会長互選
・一般廃棄物処理基本計画中間見直しについて
・災害廃棄物処理計画策定について
・家庭ごみ有料化及び戸別収集の実施について
・小平市リサイクルセンターの整備における進捗
状況について（報告）

第９回 平成29年9月26日 審議

・一般廃棄物処理基本計画(改訂)素案について
・家庭ごみ有料化及び戸別収集への移行実施計画
(素案)について
・多摩地域ごみ有料化の効果について（講話）

第１０回 平成30年1月16日 審議

・一般廃棄物処理基本計画（改訂）案について
・家庭ごみ有料化及び戸別収集への移行実施計画
（案）について
・施設の進捗状況について（報告）

第１１回 平成30年2月15日
審議
答申

・答申について
・市長あて答申
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（２）委員名簿 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

役  務 氏  名 分     野

会長 藤原　哲重 学識経験者

副会長 渡辺　浩平 学識経験者

副会長 所澤　丈子 公募市民（平成29年7月26日付けで委員辞任）

委員
（副会長）

滝沢　三千代 公募市民（平成29年8月3日より副会長）

委員 青野　敬吾 公募市民

委員 伊集院　千津代 公募市民

委員 小川　泉 事業者（小平市清掃事業協同組合）

委員 木村　源一 公募市民

委員 熊井　久乃 公共代表（学校長）

委員 佐藤　滋記 公募市民

委員 下條　隆久 公募市民

委員 當間　隆 事業者（農業経営者）

委員 中野　とし子 事業者（小売店）

委員 馬場　優 公募市民

委員 林田　良子 市民団体代表（小平市ごみ減量推進実行委員会）

委員 福田　雄二 事業者（再資源化業者）

委員 福原　葉子 市民団体代表（生活協同組合）

委員 古川　浩二 事業者（大規模小売店）

委員 松本　節子 公募市民

委員 三澤　洸 公募市民（平成29年9月23日付けで委員辞任）

オブザーバー　東洋大学経済学部教授　山谷　修作（平成29年9月26日から）
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（３）諮問文（平成２８年７月２０日） 
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（４）答申文（平成３０年２月１５日） 
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３ 計画素案への意見（パブリックコメント・市民説明会） 

（１）パブリックコメント 

① 期間    平成２９年１０月１２日から同年１１月１０日まで（３０日

間） 

 

② 方法   市ホームページ、電子メール、ファクシミリ、郵送又は持参 

 

③ 閲覧場所  市ホームページ、市庁舎４階資源循環課、市庁舎１階市政資

料コーナー及び東部・西部出張所 

 

④ 意見募集の結果 

合計１９５名４３７件（市ホームページ８３名、電子メール

１９名、ファクシミリ１９名、郵送２５名、持参４９名） 

 

⑤ 意見等の分類（件数） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

手数料・負担額 29件

対象範囲・分別 47件

指定有料袋 12件

その他実施方法 17件

目的・効果 69件

拡大生産者責任 14件

食物資源 3件

集団回収 2件

実施方法 57件

目的・効果 29件

鳥獣対策 17件

集積所の取扱 16件

収集時間 7件

経費・収支見込み 13件

収集頻度 15件

丌法投棄・丌適正排出 18件

ごみ処理施設 8件

周知・案内 25件

説明会・パブコメ実施方法 12件

出前講座 2件

その他 25件

その他
（118件）

家庭ごみ有料化
（193件）

戸別収集
（126件）
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⑥ 意見等への対応状況 

 

 

 

 

 

（２）市民説明会 

① 期間    平成２９年１０月２４日から同年１１月４日まで（全１２回） 

 

② 方法   参加者から直接意見を聴取 

 

③ 開催会場、参加者数等  

健康センター・全公民館 全１２回 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

反映 18件

反映済み 34件

参考 376件

反映しない 9件

日程 会場 参加者数（名）

10月24日（火）　夜間 健康センター 41

10月27日（金）　午前 上宿公民館 91

10月27日（金）　午後 大沼公民館 114

10月28日（土）　夜間 小川西町公民館 77

10月29日（日）　午後 小川公民館 57

10月29日（日）　夜間 花小金井南公民館 21

10月30日（月）　夜間 なかまちテラス 51

10月31日（火）　午前 花小金井北公民館 85

11月1日（水）　　夜間 津田公民館 63

11月3日（金・祝）午前 上水南公民館 82

11月4日（土）　　午後 鈴木公民館 110

11月4日（土）　　夜間 中央公民館 51

※午前：午前10時～11時30分、午後：午後2時～3時30分、
　夜間：午後7時～8時30分
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④ 意見等の分類（件数） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑤ 意見等への対応状況 

 

 

 

 

 

 

  

反映 21件

反映済み 43件

参考 222件

反映しない 4件

手数料・負担額 11件

対象範囲・分別 47件

指定有料袋 18件

その他実施方法 13件

目的・効果 8件

拡大生産者責任 7件

食物資源 8件

集団回収 3件

実施方法 45件

目的・効果 3件

鳥獣対策 18件

集積所の取扱 6件

収集時間 8件

経費・収支見込み 16件

収集頻度 11件

丌法投棄・丌適正排出 22件

ごみ処理施設 3件

周知・案内 15件

説明会・パブコメ実施方法 8件

出前講座 2件

その他 18件

家庭ごみ有料化
（115件）

戸別収集
（80件）

その他
（95件）
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